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公開空地等にお
ける建築物整備
に係る超高層ビ
ル本体への現
行建築基準法
適用除外（既存
遡及）

　新宿副都心エリアの超高層建築物は特定街区や総合設計制度によって
整備され、各街区には広大な公開空地等が存在する。その公開空地等を
活用して、喫緊の課題であるエリア全体の防災性の高度化、環境性能へ
の対応を早期に実現するため、分散型電源設備、災害時における医療救
護施設、帰宅困難者等を収容できる大屋根等の整備を計画している。し
かし、公開空地等の地下には既存超高層建築物の躯体があり、外観上
独立して整備する場合においても、増築として取り扱われ、既存超高層建
築物への現行建築基準法への遡及適用が求められる。また、新宿副都
心エリアにおいては、旧建築基準法第38条に基づく大臣認定を取得して
いる超高層建築物も多い。
　そこで、公開空地等における新たな施設整備に伴う既存超高層建築物
への遡及適用（いわゆる、「既存遡及」）に関する規制緩和を要望する。
【既存遡及の規制緩和措置】
　公開空地等における新築建築物が、外観上既存建築物と独立し、地下
躯体で接する場合において、既存建築物からの距離があるなど一定の要
件を満たすものについては、防火、避難上も独立することで、その負荷が
既存建築物に及ばないということを前提としても、構造耐力についての遡
及適用が存在するため、次のとおり、規制緩和措置を要望する。
既存建築物については、建築基準法第20条に定める構造耐力の基準に
適合するよう検証を行うが、このうち、風圧に関する基準については、新
築建築物が低層で独立しており、既存建築物に対する影響を及ぼさない
ことから、検証の対象とはしないこととする。
　今回の規制緩和によって、BCP・ＤＣＰの確保を早期に実現することがで
きる。更には、今後の既成市街地における機能更新のモデルともなり得
る。現在、新宿副都心エリアにおいては公開空地等への施設整備が具体
的に計画されている。また、その他複数街区が連携したBCP等に寄与す
る公開空地等の改良・活用についての検討も行われている。
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構造耐力についていえば、昭和56年以降
に大臣認定を取得した超高層建築物につ
いては、平成25年に追加された特定天井
の基準に適合しないものを除き、経過措
置により現行の建築基準法第20条の大
臣認定を受けたものとしてみなされてい
る。

また、これらに増築を行う場合について
は、平成26年６月に、建築基準法第20条
を改正（平成27年６月施行）し、増築を行
う部分がエキスパンションジョイント等その
他の相互に応力を伝えない構造方法の
みで既存部分と接している場合には、別
の建築物とみなすことができるように措置
したところであり、既存部分とは切り離し
て増築部分は構造安全性の検証を可能
とした。

一方、超高層建築物のうち既存不適格の
ものに増築を行う場合ついては、技術的
な検証を行い、その結果を踏まえ、対応を
検討しているところ。

必要に応じて、指定自
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